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第１ 募集の趣旨 
 

 安来市（以下「市」といいます。）では、市内小中学校の教育 ICT機器（教育

用端末及び大型提示装置等）の整備に関する業務（以下「本件業務」といいます。）

に対し、各小中学校において ICT 機器を活用した効率的かつ効果的な授業を実

現するとともに、機器の適正な管理・運用・保守においての総合的な提案を受け

るため、公募型企画提案方式（プロポーザル方式）を採用します。 

 この募集要項は、本件業務に係る募集に関して必要な事項を定めたものです。

この募集要項に併せて配布する次の資料も、この募集要項と一体の資料とし、こ

れら全資料を含めて「募集要項等」と定義します。 

 

仕様書：市が事業者に要求する具体的な業務仕様を示すもの 

様式集：提案書等の作成に使用する様式を示すもの 

 

第２ 本件業務の概要 
 

１ 業務の名称  安来市教育 ICT環境整備業務 

 

２ 履行場所   安来市教育委員会、安来市立小中学校２２校 

 

３ 事業内容   「安来市教育 ICT 環境整備業務」（別紙）（以下、「仕様書」

といいます。） 

 

４ 履行期間   令和２年１月１日から令和６年１２月３１日までとします。 

※５年間のリース契約とします。 

※本件業務の契約は賃貸借契約とし、地方自治法第２３４条

の３の規定に基づく長期継続契約とします。また、受託者

と再リース契約を締結する場合もあります。 

 

５ 事業者選定  公募型プロポーザル方式により、事務局（教育委員会）が一

次審査を行い、資格を満たしていると判断した事業者に対し、

プレゼンテーションの案内を行います。その後、プレゼンテー

ションを行い選定委員会委員が提案者の順位を付して、市長

が決定します。 
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第３ 参加事業者 
 

１ 参加資格 

（１）平成３１・３２・３３年安来市物品の売買等競争入札参加資格登録業者で

あること。 

（２）国税及び地方税について滞納がないこと。 

（３）島根県、鳥取県、山口県、広島県又は岡山県に本社、支社、営業所等を有

すること。 

（４）小中学校等のパソコン教室の納入実績を有していること。 

 

２ 参加事業者の制限 

   次のいずれかに該当する者は、参加事業者になることはできません。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当する者 

（２）安来市競争入札における指名停止措置を受けている者 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続き開始の申立て、

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続き開始の

申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手

続き開始の申立てがなされている者（会社更生法に基づく更生手続開始

の決定を受けた者及び民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定し

たものに限ります。）を受けた者を除きます。） 

（４）国税及び地方税を滞納している者 

（５）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいいます。）若しくは暴力団

員（同条第６号に規定する暴力団員をいいます。）の利益につながる活動

を行う者又はこれらと密接な関係を有する者 

 

３ 応募に関する留意事項 

（１）募集要項の承諾 

参加事業者は、参加表明書（兼参加資格審査申請書）の提出をもって、募

集要項等の記載内容を承諾したものとみなします。 

（２）参加費用の負担 

このプロポーザルへの参加に関して必要な費用は、参加事業者の負担とし

ます。 

（３）著作権 

参加事業者から募集要項に基づいて提出される書類の著作権は、原則とし
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て当該書類の作成者に帰属します。ただし、受託者として決定した事業者が

提出した提案書の著作権は、市に帰属します。 

（４）提出書類及び資料の取扱い 

提出された書類及び資料については、変更することができないものとしま

す。また、返却をしません。 

（５）本件業務における契約予定金額の公表 

本件業務に係る提案上限額（消費税及び地方消費税を含む。）は、次のと

おりとします。 

指導者用及び学習者用ＰＣ（小学校） 50,220千円（総額） 

     〃      （中学校） 29,700千円（ 〃 ） 

大型提示装置      （小学校） 46,800千円（ 〃 ） 

（６）契約 

本件業務は、選定後、事業者との詳細な打ち合わせを行った後に契約を交

わします。 

契約は、上記の区分それぞれの契約となります。 

（７）その他 

この募集要項に定めるもののほか、このプロポーザルに関して必要な事項

が生じた場合には、参加事業者に別途通知します。 

 

第４ 事業者選定等のスケジュール 
 

このプロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとします。 

内 容 期日等 

手続き開始の公告 令和元年７月３０日（月） 

参加表明書提出期限 令和元年８月２３日（金） 

提案書提出期限 令和元年９月 ２日（月） 

デモンストレーション 令和元年９月中旬 

第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 令和元年９月下旬 

 

１ 資料の公表 

（１）公表方法 

本事業に関する資料は、市のホームページにおいて公表します。 

ホームページアドレス https://www.city.yasugi.shimane.jp/ 

（２）公表する資料 

ア 募集要項（本書） 

イ 仕様書 
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ウ 様式集 

※ これらの書類は、市のホームページからダウンロードしてください。 

 

２ 募集要項等に関する説明会 

  行いません。 

 

３ 募集要項等に関する質問の受付・回答 

  募集要項等の内容に関する質問は、次のとおり受け付け、市のホームページ

において回答します。なお、電話、口頭その他の個別の対応はしません。 

（１）提出方法 

質問書（様式第１号）に内容を簡潔に記載し、電子メールにより提出して

ください。 

（２）受付期間 

令和元年７月３０日から８月７日午後５時まで。 

（３）回答期日 

受付日から起算し、３日以内に随時回答。 

（４）電子メールアドレス 

kyouiku@city.yasugi.shimane.jp 

 

４ 参加表明書（兼参加資格審査申請書）の提出 

  参加事業者は、次に定めるところにより、参加表明書等を持参又は郵送によ

り提出してください。 

（１）提出期限 

令和元年８月２３日（金）午後５時必着。 

（２）提出書類 

ア 参加表明書（兼参加資格審査申請書）（様式第２号）及び添付書類 

イ 誓約書（様式第３号） 

（３）提出先 

〒６９２－０４０４ 

安来市広瀬町広瀬７０３番地 

安来市教育委員会 教育総務課 

 

５ 提案書の提出（第１次審査） 

  参加事業者は、次に定めるところにより、提案書等を持参又は郵送により提

出してください。 

（１）提出期限 
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令和元年９月２日（月）午後５時必着。 

（２）提出書類 

ア 審査に係る提案書類提出書（様式第４号）  １部 

イ 提案書（任意様式）            正１部・副１４部 

（３）提出先 

〒６９２－０４０４ 

安来市広瀬町広瀬７０３番地 

安来市教育委員会 教育総務課 

（４）その他 

ア 提案書の書式は任意ですが、要点を簡潔にまとめ、視覚的に分かりや

すいものとしてください。 

   イ 無効となる提案書 

① 提出先、提出方法及び提出期限に適合しないもの 

② 虚偽の内容が記載されているもの 

ウ 見積りは、令和２年１月から令和６年１２月までの５年間の総額及び

各年度における契約予定額（いずれも消費税及び地方消費税を除く。）

を提示してください。ただし、選定後、事業者との詳細な打ち合わせを

行うため、見積額と契約額は異なると想定しています。 

 

６ デモンストレーションについて 

第１次審査で選考された参加事業者を対象に、デモンストレーションによ

るアンケート調査を行います。この調査結果は、評価の要因となります。 

（１）実施日時及び場所 

令和元年９月中旬（この間の１日を想定していますが、参加事業者が多

数の場合は複数日となる場合もあります。日時及び場所は、別途第１次

審査で選考された参加事業者に通知します。） 

（２）実施時間 

午前９時から午後４時まで。（場所を提供しますので、機器を設置してい

ただき、訪問するアンケート参加者に対して説明していただくことを想

定しています。） 

（３）アンケート参加者 

学校教職員 

（４）準備物 

デモンストレーションに必要な機材については、各自準備してください。 
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７ プレゼンテーション及びヒアリング審査（第２次審査） 

第１次審査で選考された参加事業者を対象に、プレゼンテーション及びヒア

リング審査を行います。 

（１）実施日時及び場所 

別途通知します（令和元年９月下旬を予定）。 

（２）実施時間 

各社４０分を持ち時間とします（プレゼンテーション２５分程度、ヒアリ

ング・質疑応答１５分を想定しています。）※入退室含め最大５０分 

（３）出席者 

審査会場入室は、３名以内とします。 

（４）準備物 

プロジェクターを用いた投影によるプレゼンテーションを行う場合は、パ

ソコン及びプロジェクター接続ケーブル（HDMI 端子、D－sub 端子のいずれ

でも可）を持参してください。プロジェクター及びスクリーンは、市で準備

します。デモンストレーションを行う場合の機材は持参してください。 

（５）プレゼンテーション及びヒアリング審査の順番 

提案書の受付順とします。 

 

８ 審査結果の通知 

  審査結果については、文書により通知します。 

 

第５ 提案書の審査方法 
 

１ 選定委員会 

安来市教育 ICT環境整備業務公募型プロポーザル選定委員会（以下「選定委

員会」といいます。）において審査します。 

 

２ 審査の方法 

（１）公募型企画提案方式（プロポーザル方式）により選定します。 

（２）事業者の候補者は、選定委員会の審査に基づき決定します。 

（３）第１次審査 

事務局において、書類審査を行います。 

（４）第２次審査 

第１次審査で選考された参加事業者を対象に、プレゼンテーション及びヒ

アリング審査を行います。 

選定委員会において、提案書並びにプレゼンテーション及びヒアリングの
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内容を受け、別表「審査基準表」に基づき各委員が採点を行い、各委員の採

点の合計で提案者の順位を決定します。 

また、別紙に掲げる「見積価格」を除く評価項目の配点について、選定委

員は次の採点表により採点します。 

配点 
特に優れ

ている 

優れて 

いる 
普通 

やや 

劣る 
劣る 

５点 ５ ４ ３ ２ １ 

１０点 10～９ ８～７ ６～４ ３～２ １ 

（５）優先交渉権者の決定 

選定委員会の審査結果を踏まえ、市長が優先交渉権者を決定します。 

（６）選定結果は、提案書の提出者全てに通知します。なお、選定結果の詳細に

ついての問い合わせは一切応じません。 

（７）優先交渉権者と契約交渉を行った後、優先交渉権者が契約を締結しない

場合は、次点の者と契約交渉を行います。 

 

３ その他 

提出された提案書若しくはプレゼンテーションの内容に虚偽若しくは不正

の事実があったとき又は参加事業者が不正に選定委員に接触したと認められ

るときは、当該参加事業者は、このプロポーザルへの参加資格を失うものとし

ます。選定結果通知後にこれらの事実が発覚した場合も同様とします。 

 

第６ 事務局 
 

  このプロポーザルに関する事務局は、次のとおりです。 

〒６９２－０４０４ 

安来市広瀬町広瀬７０３番地 

安来市教育委員会 教育総務課 

  電 話：０８５４－２３－３２３４ 

  ＦＡＸ：０８５４－２３－３２８３ 

電子メールアドレス：kyouiku@city.yasugi.shimane.jp 
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（別表）審査基準 

審査区分 評価項目 評価内容 

企業評価 

（業務遂行能力） 

企業の能力 ・企業として、事業を的確に遂行できる十分な人員確

保があり、組織的な運営体制が確保されているか。 

 業務実績 ・過去３年間（平成 28 年度～平成 30 年度）に他の学

校における本業務又は類似業務の実績があるか。 

 支援体制 ・本業務に関する専門知識や経験を有し、的確な支援

が可能であるか。 

・責任者、担当者が業務遂行に有用な資格、経験年数を

有しているか。 

企画提案書 

（業務内容） 

ICT 教育に対す

る基本的姿勢 

・ICT 教育の現況、環境変化等を的確に把握している

か。 

・本業務の実現に向けた考え方や手法について示され

ているか。 

 機器構成 ・児童生徒及び教員が使いやすい機器提案がなされて

いるか。 

・管理ソフトが確保されている提案となっているか。 

 授業支援ソフト ・仕様書に示した内容が適切に反映されているか。 

・仕様書以上の提案内容であり、その提案が有意義な

ものであるか。 

 スケジュール ・適切な業務工程と役割分担が具体的に提案され、そ

れらが実現可能なものか。 

 教育・研修 ・教育用端末・大型提示装置等の積極的な活用に向け

て、教員向け、管理者向けの教育や研修の内容につい

て、導入研修、導入後研修に分けてそれぞれ提案され

ているか。 

 保守管理・支援

体制 

・導入後におけるサポート体制・支援体制が明確かつ

適切であるか。 

・トラブル発生時に対し、適切かつ迅速な対応が検討

されているか。 

プレゼンテーション 取組意欲 ・本業務に対する取組意欲が高く、熱意が感じられる

か。 

 協調性 ・共に業務を実施していく上で必要な協調性を感じら

れるか。 

 信頼性 ・説明が分かりやすく説得力があるか。 

・応答が明確で、迅速であるか。 
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審査区分 評価項目 評価内容 

・業務に対する責任感・誠実さが感じられるか。 

 資料作成能力 ・文章表現、図や表、重要事項について分かりやすく整

理されているか。 

価格 見積書 ・見積額（税抜き）が提案内容と妥当であるか。 

 ※見積額を計算式により評価する。 

 （全提案者中最低見積額を満点とし、その割合で評

価） 

配点×全提案者中最低の見積価格÷提案者の見

積価格 

（小数点以下切捨て） 

 

 

 

 


